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新文書

新規文書

経営条件付き分野、事業の一部
に対する安全保障及び秩序の条
件を規定

N政府は2009年9月3日に、経営条件付き分
野、事業の一部に対する安全保障、秩序の
条件を規定する政令第72/2009/ND-
CP号を公布した。
従って、下記の経営条件付き分野、事業を
経営する各企業、個人は、当該政令の適用
対象となります。

# 印鑑製造

# 工業爆発物及び含有量の高い（98.5%
以上）硝酸塩アンモニウムの製造、経営、
使用

# 猟銃修理ための補助ツールの製造、
経営及び花火製造

# 宿泊用住宅賃貸、住宅用、又は事務
所用の外国の組織、個人への住宅賃貸

# 印刷業

# 質屋業

# カラオケ、ダンスホール、指圧の経営

# 外国人向け有償電子ゲーム、カジノの
経営

# 債務代理回収サービス

上述の各事業を経営する企業、個人は、所
管の公安機関により安全保障、秩序条件合
格証明書を発行されて初めて、経営活動の
実施を認められる。同時に、経営活動の開
始の10日前に、当該企業および個人は安

全保障、秩序条件合格証明書を交付した公
安機関及び経営活動実行場所に所在する
（村、小区、市街）地方の公安機関に事業
期間について文書で通知しなければならな
い。

本政令は、2009年10月20日から施行し、且
つ経営条件付き分野、事業に対する安全
保障、秩序条件を規定する2001年2月22日
付政令第08/2001/ND-CP号を置き換わ
る。政令第08/2001/ND-CP号の規定の下
で事業を行っている組織、個人は、本政令
の規定条件に合格する場合、引き続き事業
を行うことを認められる。各企業、個人が当
該条件に合格しない場合、本政令の発効
日から12ヶ月以内に本政令の規定の通りに
実施しなければならない。

外貨で返済すべき債務の為替レ
ート格差 

2009年9月10日に、財政省は外貨で返済
すべき債務の再評価による為替レート格
差に対する課税所得の算定のガイドライン
を規定する省令第177/2009/TT-BTC号
を公布した。従って、会計年度末の外貨で
返済すべき債務の再評価による為替レー
ト格差からの赤字及び黒字は、当期の法
人税を算定する際に、それぞれ税務上の
損金、又は課税所得に算入される。 

外貨で返済すべき債務の再評価による為
替レート格差から発生する費用が企業の
赤字事態を引き起こした場合、赤字になら
ないために、次年度に為替レート格差の一
部を割り当てができるが、年内の費用に算
入される為替レート格差の部分が少なくと
も当年の支払期日満了の外貨の為替レー
ト格差に相当しなければならない。 
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本規定は、2009年の課税年度から正式に
適用し、且つ省令第130/2008/TT-
BTC号に規定する関連の内容に取って代
わる。その他の勘定の為替レート再評価
による格差は、依然として省令第130/2008
/TT-BTC号の各規定を適用する。

賃貸用、又は売却用住宅の建設
業に対する税金の減免

投資、消費刺激及び企業のトラブル、支障
の解消を図る税務措置のパッケージの一
部として、2009年9月14日に、財政省は税
金減免を享受する一部の対象者を補足す
る省令第181/2009/TT-BTC号を公布
した。 

同省令では、学業で学生、生徒への賃貸
を目的として建設投資を行われる住宅、工
業団地に勤めている作業員賃貸用の住宅
、低所得者賃貸用、又は購入用の住宅は
、付加価値税率50%を適用される。同時に
、上述の住宅建設案件の投資家の所得に
対しては、2009年の納付すべき法人税を
免税される。

付加価値税減税対象に所属する住宅、法
人税を免税される組織の住宅投資経営案
件は、首相の決定第65/2009/QD-TTg
号、決定第66/2009/QD-TTg号、決定
第67/2009/QD-TTg号及び建設省令
第10/2009/TT-BXD号を含む政府の
規則に規定される住宅、住宅売却価格、
賃貸価格、賃借・購入、購入許可の対象、
条件に関する各基準に合格しなければな
らない。

外国契約業者に対する新規規則

2009年10月9日に、財政省は、ベトナムで
経営する、又はベトナムで収入を得る外国
の組織、個人に対する税的義務の履行の
ガイドラインを規定する省令第134/2009/T
T-BTC号を補足する省令第197/2009/TT-
BTC号を公布した。当該省令は2009年11
月23日から施行されていた。

2009年12月31日に発行され、2009年1月1
日から施行する省令第134号は、その前に
制定された省令第05/2005/TT-
BTC号に規定する「付加価値税が申告し、
法人税が見做し税率で計算・申告する合
同方法（Hybrid
Method）」を完全に廃止する。省令第134号
は、経過措置を規定しないため、幾つかの
問題を未解決状態に陥れる。省令第05号
の下で納税した外国契約業者（特に当該
合同方法を適用している納税者）が省令第
134号の発効日から同省令の適用へと移
行する必要があるかという問題が一つの
例である。

省令第197号を制定することにより、財政
省は、下記の二点を明らかにした。

1. 本省令は、合同方法を回復し、外国
契約業者が下記の各条件に合致すれ
ば、2009年11月23日以降締結した契約
に対し、控除方法で付加価値税の申告
、納税を行い、見做し税率方法での法
人税の納税を許可する。

(i) 外国契約業者がベトナム恒久施設を
有する、又はベトナム税務上居住対象
者である。

(ii) 契約上のベトナムでの経営期間が
契約の発効日から183日以上とする。

(iii) 外国契約業者は、会計に関する法律
の規定及び財政省のガイドラインに従
い会計の計算を行なければならない。
且つ

外国契約業者は、契約の締結日から平日
20日以内に合同方法の適用について地方
の税務機関に文書で通知しなければなら
ない。

2. 2009年1月1日（省令第134号の発
効日）の前に締結した契約は、契約が
終了するまで、省令第05号のガイドライ
ンに従い、引き続き申告・納税を許可さ
れる。即ち、外国契約業者は、下記の
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点に留意して、合同方法の引き続きの適
用を認められる。

a. 商品、サービスが2009年1月1日以
前に付加価値税非課税対象に属する
が、2009年1月1日以降に付加価値税課
税対象に属する場合、付加価値税の課
税売り上げの算定は、省令第134号の
ガイドラインに従うものとする。

b. 経営個人である外国契約業者の収入
が2009年1月1日以降支払われる場合
に、個人所得税法に従い所得税の義務
を履行する。付加価値税分は、省令第1
69号、又は省令第05号により調整され
る。

各段階及び個別具体的な場合に適用する
各規定は下記の通りである。

契約締結日
2005年1月1
日以前

2005年1月11
日～2008年1
2月31日

2009年1月1
日～2009年1
1月22日

2009年11月2
3日以降

契約種類

一般サービス、商品の提供の
組織

省令第169
号、又は省
令第05号に
準拠

省令第05号
に準拠

省令第134号
（省令第197
号か？）に準
拠

省令第134号
及び省令第1
97号に準拠

航空運送、海上運送のサービ
ス及び国際配達サービスの提
供の組織

省令第134号に準拠

商品、サービスの提供の代金
として2009年1月1日以後に支
払われる経営個人である外国
契約業者の収入

付加価値税
に対して省
令第169条を
適用

付加価値税
に対して省令
第05号を適
用

付加価値税に対して省令第1
34号を適用

個人所得税に対しては2009年1月1日から施行する個人所
得税に従うものとする（省令第84号及び省令第62号）

2009年1月1日以降付加価値
税課税対象に属する商品、サ
ービス

省令第134号に準拠

5



法人税

暦年と異なる会計年度を適用す
る企業に対する法人税率

現行法人税法をガイドラインする省令第
130/2008/TT-
BTC号の規定に基づいて、暦年と異なる
会計年度を適用する企業は、2009年の課
税年度から税率25％を適用する。従って
、企業が2009年4月1日から2010年3月31
日までの期間を２００９会計年度とする
場合に、法人税率25％が2009年4月1日か
ら適用される。

上記は、ハノイ市税務局宛に税務総局に
より送付された2009年4月23日付公文書
第1503/TCT-
CS号に規定するガイドラインである。

付加価値税

企業を解体する場合の仕入付加
価値税の還付

ハノイ市税務局宛に税務総局により送付さ
れた2009年7月8日付公文書第2788/TCT-
KK号のガイドラインによると、控除方法によ
る付加価値税の申告・納税を登録した企業
を解体する場合又は、基礎投資建築を廃止
する場合の仕入付加価値税に対する取り
扱いは、下記の通りとなる。

# 企業の設立時から解体時まで、企業
が付加価値税課税商品、サービスの生
産経営活動から収入を得ていない場合
、企業形成の投資過程中に発生し、且
つ生産経営に資する仕入費用の仕入付
加価値税の還付することができない。解
体前に、資産の清算売却を行い、清算し
た資産に対する仕入付加価値税の申告
、納税を行う場合に、清算した資産の仕
入付加価値税に対する申告・還付を認
められる。

#  企業の設立時から解体時まで、商品、
サービスの売上が生じ、当該売り上げに
対する付加価値税を申告・納税した場合
、解体時に、制度上の確定申告を行わ
なければならない。そのあたりに仕入付
加価値税のすべてが控除しない場合に
、未控除部分に対して規則に準する還
付を認められる。解体処理中に資産を売
却した場合、清算した資産に対する税金
の申告、納税を行い、且つ企業が解体
手続を完了した時に確定申告を行わな
ければならない。

#  固定資産形成のための基礎投資建築
過程中にあたり、売上が未発生である各
企業に対しては、企業形成のための投
資を引き続き展開しない場合、基礎投資
建築過程中に発生する仕入付加価値税
の還付を認められない。

ガイドライン文書
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個人所得税

株式、又はストックオプションの贈
与の時の個人所得税 

2009年10月7日に、財政省は、労働者がベ
トナムの現地会社、又は外国親会社の株
式、又はストックオプションを贈与される時
の個人所得税に関するガイドラインである
公文書第14169/BTC-TCT号を公布した。 

当該の公文書により株式の贈与の場合に
対するガイドラインは、弊社の見解では相
対的に明確である。贈与される株式の会計
帳簿上の価値が賃金、給与として課税所得
と見做される。しかし、納税者は、贈与株式
と同種の株式を譲渡するに当たりのみ得る
所得が賃金、給与と見做されて個人所得税
の申告・納税の義務が生じる。加え、賃金、
給与である贈与株式譲渡の収入は、譲渡
時に一応税金の申告・納税を行わずに、且
つ譲渡の年度の賃金、給与に含めて、確定
申告のみを行い。その他、証券譲渡から贈
与株式の譲渡価格と会計帳簿上の価値と
の格差に対しては証券譲渡活動の課税所
得と見做され、個人所得税を現行規則によ
り納税する。

ストックオプションに対するガイドラインが贈
与株式と比べ具体的ではない。同公文書は
、贈与の価値算定、ストックオプションの受
賞からの収入の算定時点及び税金申告が
株式贈与の場合と同様であるという総則を
提供する。

個人がストックオプションを受賞後に、ストッ
クオプションを譲渡した場合、会社は、その
贈与ストックオプションの会計帳簿上の価
値をその個人の当期課税収入に計上する。 

在外親会社の株式、又はストックオプション
を贈与する場合も同様である。 

輸出入及び税関

ベトナムにいない外国商人の輸出
入権に関するガイドライン 

2009年8月27日に、商工省はベトナムにい
ない外国商人の輸出入権に関するガイドラ
インを規定する財政省宛の公文書第8484/
BCT-XNK号を公布した。 

従って、政令第90/2007/ND-
CP号により、ベトナムにいない外国商人が
輸出入権を行使しようとする場合、ベトナム
の法律及びベトナムの市場開放約束のス
ケジュールの下で輸出、輸入を許可される
商品の輸出権、輸入権の登記証明書を交
付されなければならない。 

今後、商工省と関連の各省庁は、関連の省
庁間の管理の統一性の確保を目的として、
外国商人の輸出入権行使登記手続、税関
手続、税務、外貨制度などに関するガイドラ
インを規定する共同通達を制定する予定で
ある。 

使用目的変更の商品に対する輸入税の算
出基礎

2009年8月18日に、税関総局は輸入税を免
税されたが、使用目的を変更した譲渡自動
車に対する輸入税政策を規定する公文書
第4926/TCHQ-
KTTT号を公布した。従って、輸入税の算出
基礎は、下記の通りとする。

i.  輸入税率については当該商品が最初
輸入を行う時に、新商品、又は使用済み
商品を問わず使用目的変更時点の新商
品の税率を適用する。
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ii. 輸入税算出用価値についてはは、ベト
ナムで使用し、且つ流行する期間（税関
申告書による輸入時点から税金再判定
時点まで）で算定する商品の残存価値を
ベースとして算出される。

iii. 譲渡手続を行う際に、免税輸入時点の
申告価値が譲渡時点の価格データベー
スシステム上の同種、又は類似の輸入
商品の価格より低い場合、譲渡時点の
価格データベースシステム上の価格と
上記（ii）に規定する比率（ベトナムで使
用し、且つ流行する期間）を輸入税算出
用基礎とする。

税関申告書紛失場合の取扱い

2009年8月17日に、税関総局は貿易詐欺の
回避を目的として、企業が原本の税関申告
書を紛失した場合に対する管理厳格化及
び矯正を要求する公文書第4911/TCHQ-
GSQL号及び公文書第4912/TCHQ-
GSQL号を公布した。従って、取扱いは、下
記の通りとする。

#  関税当局、又は企業がその責任を果
たすことを明らかにした後に、企業が関
税申告書を紛失し、且つ紛失した申告書
を見つけることができない場合、輸入品
を清算する際に、残存の申告書（企業、
又は税関機関が保存する控書）を使用し
なければならない。必要に応じて、申告
書登記場所に所在する税関支局は、国
境の税関支局と協力して、事実を判明し
、明らかにする。判明した後に、紛失基
礎を判定できない場合に、企業に所定
の納税を要請する。

#  同時に、税関総局は、税関書類の受渡、
回覧の手順の順守を各支局に求める。 

欠陥品返却用再輸出及び代替品
輸入に対する税関手続

2009年8月27日に、税関総局は下記の通り
、保証期間中にベトナムでの顧客により使
用される欠陥品の再輸出及び代替品の輸
入に対するガイドラインを規定するある企業
一社宛の公文書第5162/TCHQ-
GSQL号を公布した。

#  当該企業が外国側に返却するための
欠陥品の再輸出手続の実施委託を輸出
した企業から受けるが、このようなケー
スに対しては、当該企業は、委託業者と
の輸出代行契約書を締結しなければな
りません。その理由は、規定上では、商
品、物品が商業目的以外に輸出、輸入
される場合のみに委託が合法的である
ということにある。

#  欠陥品返却用再輸出及び代替品輸入
の手続は、2009年4月20日付財政省令
第79/2009/TT-
BTC号の詳細なガイドラインに従うものと
する。

#  ベトナムでの使用に持ち出された輸入
商品は、外国返却用に輸出する際に、
輸入税還付の要件に満たない。 
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9

税務管理

一部品目に対する納税期限の
延期

省令第79/2009/TT-BTC号の規定に
よると、輸出用製品を直接的に生産する
ために輸入される資材、原材料の場合、
納税期間は、税関申告書の登記日から27
5日とする、又は特別の場合に延長するこ
とができる。省令第85/2009/TT-BTC号で
も、国内製造不可能な企業固定資産形成
用の輸入機械、設備、代替部品、専用運
送用機器である輸入商品の場合

に、180日まで付加価値税の納税期間の
延長を許可する。 

従って、納税期間を超える最に、企業が上
記品目に対する納税期間延長申請書類を
提出した場合、対象が適確であり、規則上
の書類が整った場合、企業は、客観的な
理由を説明すれば、各省・市の税関局は、
具体的な事実を判明し、且つ規則上の納
税期間延長を検討する。

上記は、2009年8月18日に公布された財
政省の公文書第11535/BTC-
TCHQ号のガイドラインである。
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